
 

千代田区軟式野球連盟登録に関する規程 
 

（登録の原則） 
第１条　本連盟に登録したチーム及び選手は、公益財団法人全日本軟式野球連 

盟加盟の他のチームには登録できない。 
２　登録人員は、監督を含め１０名以上とする。ただし、特別に認めた場合はこの限
りでない。 

３　登録は男女を問わない。 
４　連盟規程第７条第２項の壮年チームの登録については、単独チーム又は 
混成チームとすることができる。 

 
（異動登録の制限） 
第２条　前条の規程により、その年度当初に登録したものは、そのチームが解 

散するか若しくは勤務先又は居住地に異動があった場合に限り、他のチ 
ームへの異動を認める。 
この場合は、連盟規約第１２条に従い、次の手続きにより連盟に届けなけれ

ばならない。 
　　一　抹消登録：勤務先、転居先を記載した書面を添えて届け出る。 
　　二　追加登録：選手を追加するときは、所定の事項を記載した書面を添え 

て届け出る。 
　　三　異動証明：１つのチームから他のチームへ異動する場合は、前のチー 

ムの抹消届書を添えて届け出る。 
 
（異動登録の証明） 
第３条　前条第１項各号により異動登録の届け出をしたチームは、連盟から異動登録

証明を受けるものとする。 
 

（上部登録の基準） 
第４条　上部登録は、次の基準で行う。 
　　一　本連盟登録のＡクラス、Ｂクラス及びＣクラスのチームは、それぞれ 

上部のＡクラス、Ｂクラス及びＣクラスに登録する。 
二　秋季大会で優勝したＢクラスとＣクラスのチームは、翌年度、上部大会に連
盟代表として出場する可能性があることから、秋季大会で優勝したクラスで登
録する。 

　　二　本連盟登録壮年の部のチームは、上部の壮年の部に登録する。 
 
（本規程の改廃） 
第５条　本規程は、理事の３分の２以上の同意を得て改廃できる。ただし、次 

の総会に報告するものとする。 
 
（附　則） 

本規程は、平成元年１月２２日施行する。 
　　　　本規程は、平成１２年２月１１日一部改正して施行する。 

本規程は、平成１７年２月１１日一部改正して施行する。 
本規程は、平成２０年５月１４日一部改正して施行する。 
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本規程は、平成２１年２月１４日一部改正して施行する。 
本規程は、平成２４年２月１８日一部改正して施行する。 
本規程は、平成２９年２月１１日一部改正して施行する。 
本規程は、令和　８年２月２１日一部改正して施行する。 
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